
旭地振第 478 号 

令和８年６月 19日 

連合町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

旭区総務部地域振興課長 

令和８年度旭区地域活動デジタル化支援事業について（募集） 

日頃から、旭区政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、地域振興課では自治会町内会をはじめ地域活動を行う団体の運営における負

担を軽減し、若年層の参加・参画を促進するため、デジタルツールの活用を支援する

「旭区地域活動デジタル化支援事業」を実施します。 

つきましては、本事業の活用を御検討いただくとともに、自治会町内会に所属する

団体や地域活動を行う団体に向けて、本事業の御紹介をいただけますと幸いです。 

御不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。 

１ 実施内容 

(1) アドバイザー派遣

専門的な知識を有するアドバイザーを派遣し、課題解決に向けて、他自治体の

活用事例の紹介やツールの機能の紹介など、個別相談行います。また、皆様が主

催するデジタルツール講習会の講師として派遣することも可能です。 

【派遣期間】  令和８年６月～令和９年２月末まで 

【申込み方法】 「申込書」を下記担当までメールにてお送りください。 

(2) 旭区地域活動に係るデジタルツール導入補助金

デジタルツールの導入に向けた初期費用の負担軽減や試験運用を目的として、

自治会等が会員に対し行う情報伝達をデジタル化する機能を備えたアプリ、ホー

ムページの導入、Wi-Fi環境の整備等に係る経費について補助金を交付します。

≪補助対象経費の例≫

・自治会等が所有する会館への Wi-Fi環境整備費用

・アプリ等の有料サービスシステム利用料等

≪補助対象外経費≫ 

・パソコン、スマートフォンの購入

【申込み方法】 下記担当までお問い合わせください。

（担当） 

旭区地域振興課地域力推進担当 五藤・佐藤 

電話 045-954-6028 FAX 045-955-3341 

E ﾒｰﾙ as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 

mailto:as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp
01261083
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【参考】令和６～７年度アドバイザー派遣の参考事例 

事例１ 

内容 

１回目 Google フォームを使ったアンケートを実施したいという要望か

ら、アンケート作成を実演し、その場で集計結果がグラフで把握で

きることなどを紹介した。 

事例２ 

内容 

１回目 他自治会のデジタル化事例などを参考に、デジタル化をどうして

いくかを検討したいとのご相談。 

新しい担い手の確保や、自治会費の集金などに対するデジタル化

に興味はあるものの、何から導入したらいいのかわからない状況を

伺い、事例のご紹介とどのように合意を進めていくべきかについて

意見交換を実施した。 

事例３ 

内容 

１回目 デジタル化に興味がある役員数名で相談。横浜市内の他自治会の

デジタル化事例の紹介を実施。市内に先行事例があることを知り、

自治会内のデジタル化への取り組みの機運を高めるため、講師によ

る役員向けの説明会を実施することとした。 

２回目 役員が集まり、アドバイザーより他自治体の取組事例を紹介した

後、自分たちの町内会でどんなことができるか質疑応答を実施した。

高齢の方にはデジタルは難しいという一方で、若い世代が増えてき

ているため、情報伝達のデジタル化は必要という意見交換がされた

ため、移行期の対応方法についても事例を紹介した。 

３回目  パソコンから町内会の LINE公式アカウントを作成し、基本設定、

友だち（フォロアー）を増やすための二次元コードを使った宣伝方

法、テスト投稿等を行い、運用に繋げた。 



令和８年度 旭区地域活動デジタル化支援事業

個別相談・個別講習会を実施します！

自治会町内会をはじめとした地域活動において、事務負担の軽減や
情報発信の強化を目的とした、デジタルツールの活用に関する個別相
談を実施しています。
また、皆さまが主催されるデジタルツール講習会への講師派遣も無

料で承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

対象者

・自治会町内会の役員の方
・地域活動をしている方

講師

NPO法人
横浜コミュニティデザイン・ラボ

派遣までの流れ

※申し込みは先着順です。予算上限に達し次第終了します。
※派遣実施期間は、令和９年２月までです。

１ 「申請書」を下記担当までお送りください。

２ 講師よりご相談内容の確認と日程調整のご連絡をさせていただきます。

３ ご希望の日時・場所にお伺いします。１団体３回まで利用が可能です。
メールやお電話でのアフターフォローも行っています。

旭区マスコットキャラクター
「あさひくん」

お問い合わせ先 旭区役所地域振興課 地域力推進担当 五藤・佐藤
電話 ０４５－９５４－６０２８
メール as-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp




